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ꗏꗐꗑꗒꙟꙠꙡꙢꙣ 外国人児童生徒への日本語学習支援について 
愛知県の外国人児童生徒数は、外国人住民数に比例して年々増加しており、2022 年 5 月 1 日

現在 17,393 人と、全国的に見ても東京（21,025 人）に次いで第 2 位となっている。 
また、本章「２ 外国人県民の状況」に記載のとおり、日本語指導が必要な児童生徒数は⾧年にわ

たり全国 1 位となっている。 
愛知県では、教育委員会が日本語教育適応学級担当教員や語学相談員等の配置、高校入試

の特別枠の設置をはじめ、外国人児童生徒の教育や就学支援に関する様々な取組を行っているほ
か、市町村などでもプレスクールやプレクラスの実施等により、外国人児童生徒の日本語習得及び就学
支援の取組を展開している。 

そのような中、愛知県内の 100 以上の日本語教室でも、学校へ通うことができない子どもたちの日本
語習得の支援や、学校だけでは足りない部分の学習のサポートをボランティアが中心となって行っている。 

外国人の定住化が進む中で、次世代層の将来の活躍を促進するために、今後も引き続き学校の取
組を補完する日本語学習支援活動を関係機関・団体や地域と連携して支援することが重要である。 

 

 

⑤ 災害時の対策及び支援 

「第４次あいち多文化共生推進プラン」において、重点的な取組の一つである「安全・安

心な暮らしを支える体制の強化」のなかで、市町村や関係団体等との災害時の連携体制の

構築と防災意識の向上について明記しており、具体的な取組として「愛知県災害多言語支

援センター」の体制整備と防災教育・防災訓練の強化が挙げられている。 

また市町村等のアンケート調査によると、当協会が特に力を入れるべき取組として「災害時

の外国人支援」が 2 番目に多く挙げられており、円滑な連携・支援体制が求められている。 

当協会は大規模災害発生時に、愛知県と共同で「愛知県災害多言語支援センター」を

運営し、外国人県民に効果的に多言語で情報を伝達するとともに、直接外国人被災者の

支援にあたる市町村等に対して、多言語での情報を提供、翻訳の支援等をすることとしてい

る。災害発生時に「愛知県災害多言語支援センター」がより円滑に運営できるよう県と連携

し、支援方法や体制の整備等を随時見直し、備えておく必要がある。 

また、当協会独自の取組として、災害時に「あいち多文化共生センター」における外国人

県民からの相談に対応するための相談窓口の運営体制の整備と、多言語対応及び情報収

集・提供などを円滑に行うための人材確保や訓練の実施、領事館等との関係づくりなど、日

頃からの準備が重要である。 

そこで、以下のような取組を展開する。 

⑴愛知県災害多言語支援センターの円滑な運営に向けた訓練の実施及び体制整備 

⑵災害時の相談対応に向けたボランティア等の人材の育成及び確保並びに関係機関・

団体との連携体制づくり 

⑶災害時の多言語相談対応、情報発信等のための様々なアプリやツールの活用 

 

災害時対策・支援 
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⑥ 多言語での情報発信 

在住外国人の多様化、多国籍化が進んでいる現在、外国人県民の目線に立った多言

語での情報提供・発信が必要とされており、市町村等へのアンケート結果においても、当協

会が特に力を入れるべき取組としては最も多く、地域の外国人が安心して暮らしていくために

必要な情報の多言語での発信や、特定言語の通訳・翻訳スタッフが不足している地域での

多言語化の支援などが期待されている。 

また、愛知県が令和 3 年度に実施した外国人県民アンケート調査の結果では、外国人

県民の生活上で必要な情報の入手先は、「インターネット」が 57.6％と最も高く、次いで「友

達」が 50.1％、「家族や親せき」が 49.9％であった。情報を必要とする外国人に的確に届け

るため、協会 WEB サイト、SNS など多様なツールの活用、外国人の支援に取り組む機関や

外国人コミュニティなどの情報伝達ルートの把握、ネットワークを通じた情報提供・発信の拡

充などが必要である。 

さらに、多言語化については、外国人県民の出身構成に応じて、英語だけではなくできる

だけ多くの言語によって情報提供することが望ましいが、「やさしい日本語」を取り入れたり、

特性を理解したうえで機械翻訳も活用するなど、柔軟に対応することが求められる。 

こうしたことから当協会としては、特に国や県からの災害・防災、教育や医療等をはじめとす

る情報を、外国人県民及び市町村に正確に分かりやすく届けることを目的として、以下のよ

うな取組を展開する。 

⑴行政及び生活情報の多言語化の充実及び発信頻度の向上 

⑵SNS の活用や、領事館、外国人コミュニティなどを通じた多言語での情報発信 

⑶多言語対応の支援 

   ⑷やさしい日本語の活用及び促進 
 

  

多言語情報発信 
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第 4 章 ４つの柱と施策への展開 
 

当協会は、この地域の国際交流の中核的な役割を担うため、定款で定める「国際交流、国

際協力活動の推進」、「多文化共生の地域づくりの推進」、「国際化の推進役となる人材の

育成｣、「国際化に関する調査研究、情報提供」という 4 つの柱に沿って、体系的に各種施策

に取り組んできた。 

今後も第３章の課題と施策の方向性を踏まえ、県内の国際交流・多文化共生の地域づく

りをけん引していく役割を果たすため、この 4 つの柱に沿って、地域の様々な主体と連携しなが

ら、施策に取り組んでいく。 

 

①  国際交流、国際協力活動の推進 

 

施策の展開 課題 

(1)イベント・講座の開催 

・県民が国際交流や国際協力に理解と関心を持つきっかけとなるイベント

や講座の開催 
 

(2)民間国際交流団体等が行う活動への支援 

  ・補助金の交付、功労者への表彰、後援等の活動支援 

  ・ブラジル・アルゼンチン愛知県人会への支援 

  ・国際貢献支援事業の実施 
 

 

 

 

 

(3)ボランティア制度の運用 

・県民ボランティアとして国際交流・国際協力活動に参加できる機会の提

供 

 

 

 

課題番号 ①        ②        ③ 

     ④        ⑤        ⑥ 

 

 

市町村や市町国際交流協会、ＮＰＯなどがそれぞれの役割を発揮し、多くの県民が多

様な文化や価値観を受け入れて主体的に活動できるような地域づくりを目指して、国際交

流・国際協力活動の理解促進、活動の支援や場の提供等を行う。 

相談対応・支援 

災害時対策・支援 多言語情報発信 日本語学習支援 

人材育成 理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 



17 
 

②  多文化共生の地域づくりの推進 

※「日本語学習支援基金」・・・企業・個人からの寄付金及び愛知県からの出えん金により造成された基金 

 

施策の展開 課題 

(1)外国人県民等への相談対応・情報提供 

・「あいち多文化共生センター」における相談及び多言語対応の充実 

・市町村等への言語面、内容面での相談対応支援 

・各種相談機関・団体への情報提供及び相談対応支援、連携促進 

・外国人相談員等向けの研修等の実施や相談対応時に役立つ資料等

の作成・提供 

 

 

 

 

 

 

 
(2)日本語学習支援 

・県内の日本語教室に関する実態調査や情報提供 

・日本語学習に関する相談対応に向けた体制の検討・実施 

・ボランティアの実地研修の場も兼ねた日本語教室の開催 

・「日本語学習支援基金※」による地域の子ども向け日本語教室及び外 

国人学校の日本語学習支援 
 

 

 

 

 

 

 

(3)多文化共生の地域づくり 

  ・大規模災害時に県と共同で設置する「愛知県災害多言語支援センタ

ー」の円滑・効果的な設置・運営に向けたマニュアルの随時見直しや訓練

の実施 

  ・災害時の外国人県民向けの相談対応や情報提供を円滑・効果的に行

うための BCP の随時見直しや訓練の実施 

・災害時に活動する通訳・翻訳ボランティア等の人材の育成及び確保や、

関係機関・団体との連携体制づくり 

・県民が多文化共生の地域づくりに、理解と関心を深めてもらうイベントや

講座の開催 

・外国人にかかわる様々な機関・団体間の情報共有や連携体制の確立に

向けた会議等の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人県民がより安心して暮らせる環境を整えるとともに、日本人及び外国人県民に多

文化共生社会の意義や必要性を伝え、様々な分野の機関や相談窓口等と連携して包括

的な地域づくりを行う。 

 

相談対応・支援 

災害時対策・支援 

相談対応・支援 

相談対応・支援 

相談対応・支援 

相談対応・支援 

災害時対策・支援 

災害時対策・支援 

人材育成 

日本語学習支援 

日本語学習支援 

日本語学習支援 

日本語学習支援 

理解促進・活動支援 
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③ 国際化の推進役となる人材の育成 

 

施策の展開 課題 

(1)研修・講座の開催 

・地域の国際化推進の中核となる市町村・市町国際交流協会の職員等

を対象とした研修等の実施 

・当協会や市町村等のボランティアの活動に役立つ研修や講座等の開催 

・多様な分野の機関・団体等との連携による研修・講座等の開催 

 

 

 

 

 

 

(2)日本語学習支援活動を行う人材の育成 

・地域の日本語教室で活動するボランティアを増やすための入門講座を市

町村等との協働で開催 

・地域の日本語教室の活動を充実させるためのボランティア向けスキルアッ

プ研修を市町村等との協働で開催 

・地域のニーズに合った人材育成事業実施に向けた有識者を交えた検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人材育成 

人材育成 

人材育成 

人材育成 

日本語学習支援 

人材育成 

日本語学習支援 

人材育成 

日本語学習支援 

地域の国際交流活動を推進する人材やコーディネーター等を育成するとともに、その人材

が活躍できるような仕組みをつくるとともに、県民が地域づくりに主体的に参加できるきっかけ

づくりを行う。 

 

理解促進・活動支援 
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④ 国際化に関する調査研究、情報提供 

 

施策の展開 課題 

(1)調査研究・情報提供 

・県民、NPO/NGO、市町村・市町国際交流協会等の活動の参考とな

る国際交流・国際協力活動、多文化共生に関する事項について調査・

研究の実施 

・国際交流、国際協力、多文化共生に関する情報や、地域における国

際交流活動団体の情報を収集し、WEB サイト、SNS、機関誌等により

提供する 

・情報がより伝わりやすい WEB サイトへの刷新 

・外国人県民の生活利便の向上を図るため、日本で生活するうえで必

要な情報を多言語で、WEB サイト等活用しやすい媒体により提供 

・やさしい日本語の活用と促進 

・行政等から発せられる情報について、必要に応じ多言語化の実施・発

信 

・あいち国際プラザ図書コーナーにおいて参考となる書籍・資料の収集、貸

出 

 

(2)会議の開催 

・市町村・市町国際交流協会と課題の検討や情報交換等を行う会議

の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

県民、市町国際交流協会、各種団体が、国際交流・国際協力活動、多文化共生の

地域づくりを行いやすい環境整備をするため、この地域の国際化に関する調査研究を充実

し、様々な媒体を通じて情報を提供する。 

多言語情報発信 

多言語情報発信 

多言語情報発信 

多言語情報発信 

多言語情報発信 

理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 

理解促進・活動支援 
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第５章 計画の推進に向けて 

１ 財源の確保 

当協会は、愛知県からの運営費補助金を主な財源とするほか、基本財産の運用益、賛

助会員の会費等を収入としている。 

当協会が今後も、安定的な財源を確保し、必要な事業を実施していくためには、国の交付

金の活用を県に働きかけたり、賛助会員の加入促進、一般財団法人自治体国際化協会等

の各種団体助成事業などの活用等により、自主財源確保に努める必要がある。 

そのためには、社会のニーズに応える先進的な取組の実施に努めるとともに、当協会の存在

や取組を広く周知するための広報などを積極的に行っていく必要がある。 

 

２ 計画の進行管理 

本計画に位置付けている施策が着実に実施されているか、その方向性が適切であるかを確

認するため、計画期間の中間である 2026（令和 8）年度を目途に第三者の評価を受け、

必要な見直しを行う。 

なお、本計画に位置付けた事業の具体化に際しては、他団体との協働で実施するなど、よ

り効果的な方法を検討していく。 
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